
　町田市では、小規模貯水槽水道等の衛生管理の向上を図るために、「町田
市小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」
を定めています。
このパンフレットは、その衛生的な管理についてまとめたものです。
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小規模貯水槽水道等とは？

〔直結式給水方式〕 〔タンク式給水方式〕 〔増圧直結給水方式〕

増圧ポンプ

水道本管

　ビルやマンションなどの建物に給水する方式として、水道水や井戸水などをいったん受水槽※1にためて、
その後ポンプを使って中高層階へ送るタンク式給水方式と、建物の給水管に増圧給水設備を取り付けて、
中高層階へ給水する増圧直結給水方式があります。
また、浄水場から送り出された水圧により、直接蛇口に給水する方式を直結式給水方式といいます。

　町田市では、タンク式給水方式の施設のうち、水道法の対象となっていない、受水槽の有効容量※2

が10ｍ3以下のものを小規模貯水槽水道と呼んでいます。
　また、水道水以外の水（井戸水等）を飲み水として給水している施設で、貯水槽を持っており水道
法の対象となっていない施設を飲用井戸等といいます。
これらの施設が小規模貯水槽水道等です。

　小規模貯水槽水道等の中で、学校、病院、社会福祉施設等の施設に水を供給するもの又は受水槽の有
効容量が５ｍ3を超えるものを、特定小規模貯水槽水道等といい、条例により衛生上の措置が義務付け
られています。

※１受水槽
給水管（水道管）からの水道水や井戸等から汲み上げた

水の供給を最初に受ける水槽が受水槽です。受水槽はFRP
（ガラス繊維で強化されたプラスチック製のもの）、鋼板、
ステンレス鋼板等で作られています。
受水槽は、昭和50年の建設省告示で、周囲と上下が容

易に点検・管理できるもの（床置型受水槽）を設置するこ
とが決められています。
　それ以前に設置された受水槽のうち、ビルの地下を利用
したものや地下に埋設されたもので、周囲の点検（６面点
検）ができない地下式受水槽は、貯水槽の点検、管理が容
易にできないため、汚染部位の発見が遅れる場合がありま
すので、十分な注意が必要です。

※2 有効容量
受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです。
（右上図参照）
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＊規則に定める施設  
○幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、主に18歳未満が利
用する専修学校及び各種学校
○病院、診療所、助産所
○「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害福祉サービス（生活介護、短期入所、
重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助）を行う施設
○障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム
○身体障害者福祉センター
○児童福祉法に基づく児童発達支援及び放課後デイサービスを行う施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育
所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療
施設、児童自立支援施設
○老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉セン
ター、有料老人ホーム
○介護老人保健施設、介護医療院
○救護施設、更生施設、医療保護施設、 授産施設
○認証保育所（都の認証施設）、保育室（施設基準を満たし市町村と契約締結する都補助対象施設）

小規模貯水槽水道等の区分

　小規模貯水槽水道等は受水槽の大きさや水源などによって区分されています。御自分の施設がどの
施設に該当するかを把握するための参考にしてください。 

 

小規模貯水槽水道等

10ｍ3を超える 居住者101人以上など 
大規模な給水施設

専 用 水 道

（水道法該当施設）

簡易専用水道 

（水道法該当施設） 条例該当施設 ※

衛生的管理の努力義務あり 

井戸水や沢水を受水槽
にためて給水する施設

小規模貯水槽水道 飲用井戸等

特定小規模貯水槽水道等以外
の小規模貯水槽水道等

10ｍ3以下

該当しない該当する

※以下のものは条例に該当しない。
●建築物における衛生的環境の確保に関
する法律の特定建築物に該当する施設
に設置された貯水槽水道

●一戸の住宅のみに供給する貯水槽水道

次のいずれかに該当するか。 
・受水槽の有効容量が５ｍ3を超える。
・学校、病院など規則に定める施設＊

特定小規模貯水槽水道等
（特定小規模貯水槽水道、特定飲用井戸等）

条例により衛生的管理の義務付けあり 

水道水を受水槽に
ためて給水する施設 

受水槽の有効容量
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次の場合、設置者は保健所へ届出をしてください（条例第６条）。

●特定小規模貯水槽水道等の給水を開始したとき（東京都水道局に届出を行った場合を除く）
●特定小規模貯水槽水道等を変更又は廃止をしたとき（東京都水道局に届出を行った場合を除く）

【条例等で定められていること】

特定小規模貯水槽水道等については、年１回実施した維持管理・設備
点検等の検査点検結果を保健所に報告してください。（条例第12条）

検査項目（11項目＋必要に応じた項目*）
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸
態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、 
pH値、味、臭気、色度、濁度

＊その他、施設の周辺の状況に応じてトリクロロエチレンなど
有機溶剤等の検査を行ってください。検査項目については、
保健所に相談してください。

保健所への届出

必要な衛生管理
　特定小規模貯水槽水道等に該当する施設は、条例等で定められた基準に従って、必要な衛生管理を行 
ってください。
　また、これに該当しない小規模貯水槽水道等も、必要な衛生管理を行うよう努めてください。

1 貯水槽の清掃（条例第７条第１項第１号）
貯水槽は１年に１回以上、定期的に清掃してください。

2 施設の管理状況の検査・点検（条例第７条第１項第２号及び第３号）
　ポンプなど水道施設の管理状況の検査を１年に１回以上、定期的に行
ってください。
　水槽の点検を行う等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防
止するために必要な措置を講じてください。

3 書類の保存（条例第７条第２項）
　施設の点検記録、水質検査記録等の書類（裏面、管理記録の様式例参照）は、作成した日から５年間保
存してください。

4 特定飲用井戸等の水質検査（条例第７条第１項第５号）
　井戸水や沢水を利用している特定飲用井戸等の設置者は、安全確認のための水質検査を行う必要があ
ります。

（１）専門の水質検査機関で行う検査（年１回以上）
特定飲用井戸等は、次の項目について年１回水質検査を行わなければいけません。

（ 2 ）給水を開始するときの検査
給水を開始するときには、水道法の水質基準に掲げ

る項目の全てを検査してください。
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【町田市が指導している内容】

水質検査の項目
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（全有機炭素（TOC）の量）、
pH値、味、臭気、色度、濁度

　特定小規模貯水槽水道等は多くの人が利用する施設です。町田市は、水の安全を確保するため、条例
で定められている管理のほかに、設置者に対して次のような管理を行うよう指導しています。
　また、これに該当しない小規模貯水槽水道等も、望ましい管理を行うよう努めてください。

1 施設の管理状況の点検
　有害物、汚水等に汚染されるのを防ぐために、月に１回はマンホールの施錠状況、防虫網の破損状況、
水槽付近の状況等について点検を行いましょう。定期的な点検のほか、台風や地震などの影響で水質が
悪くなるおそれのある場合も点検を行いましょう。
　また、貯水槽の清掃をしたときは、同時に内部の点検も行いましょう。

2 水質検査
（１）水の色・にごり・におい・味のチェック（毎日）

透明なガラスコップに蛇口から水道水をくみ、水の色が透明
か、にごりがないか、塩素（カルキ）臭以外の臭いがないか、変
な味がしないか調べましょう。

（ 2 ）残留塩素の測定（週１回）
　水道水には、様々な細菌を消毒するため、消毒薬として塩素が
加えられています。
　塩素は、汚れた水など細菌を多く含む水が混入すると、細菌や
汚れなどにより消費され、急激にその濃度が下がります。日ごろ
から、残留塩素測定をしていれば、水の汚染をいち早く発見でき
ます。
　給水栓末端で、遊離残留塩素が0.1mg/Ｌ以上あるかを確認しましょう。

（ 3 ）特定小規模貯水槽水道の水質検査（年１回）
　特定小規模貯水槽水道の衛生確保のため、年１回専門の水質検査機関で次の項目について水質検査
を行いましょう。

3 図面の保存
　施設の図面は常に保存し、事故などで必要なときに速やかに確認できるようにしましょう。

　汚染事故等が発生した場合、設置者は速やかに次のような措置を講じてください。
（条例第 7 条第１項第 4 号及び第 8 条）
１ 保健所に直ちに連絡し、その指示に従ってください。
２ 水に異常を認めた場合は、必要な項目について水質検査を行ってください。
３ 飲用しないように、直ちに給水を停止し、関係者（使用者など）に周知してください。
４ 給水を停止した場合は、保健所などと相談し、飲み水を確保してください。
５ 事故原因の除去、給水の再開等については、保健所の指示に従ってください。

望ましい管理

汚染事故等が起きたとき
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関係法令抜粋

６

（定義）

（特定小規模貯水槽水道等の届出）
 

(1)
(2)
(3)

（衛生上の措置）

（緊急時の措置）
ったときは、

(1)
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（指導及び助言）

（改善の指示）

（給水停止命令）

（報告の徴収及び立入検査）

（特定小規模貯水槽水道等以外の小規模貯水槽水道等の衛生管理）
　

（罰則）

（両罰規定）

（特定飲用井戸等の水質検査）

(1)

(2)   

トピックス ― 災害時における貯水槽水道の活用の注意点 ―

貯水槽水道は、本来の役割に加えて、災害時など緊急に水を供給する場合に大きな役割を果たします。災害時に
おける貯水槽水道の活用の注意点を記しますので、今後の参考にしてください。

① 貯水槽水を使用するときは、水抜き管または使用可能な貯水槽付近の蛇口から採水しましょう。
貯水槽内にホースやバケツを入れてしまうと、ホース等の汚れにより飲用に利用できなくなります。

③ 　飲用する場合には、色、におい、味、にごりを調べ、残留塩素濃度を確認しましょう。
水槽の水を採ったら、まず、色、におい、にごりなど外観に問題のないことを確認してください。残留塩素

測定器を持っている場合は、残留塩素濃度が0.1mg/L以上あることも確認してください。残留塩素濃度が確認で
きない場合には飲用以外に活用してください。

② 高置水槽の水は、停電時でも活用できます。
施設の屋上など高い位置にある貯水槽は、汚染がなければそのまま利用できます。ただし、災害発生時に施設

　内の水栓が開いたままになっていると、水槽内の水はすぐに空になってしまいます。特に洗濯機に接続している
ホースが外れて漏水していないことを確認する必要があります。



管理記録の様式例
　点検・整備の記録、日常の水質検査記録は下記の様式例を参考にしてください。
　これらの様式例は町田市保健所ホームページよりダウンロードできますのでご活用ください。

町田市保健所
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